
 

「滋賀県産業安全の日 無災害運動」に是非ご参加ください 
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 滋賀労働局では、「滋賀県産業安全の日」（１１月１５日）を中心とする１か月間に、事業

場で安全活動に積極的に取り組んで、期間中の無災害を目指すとともに、活動を継続的に行

うことによって、明るい年末・年始を迎えていただくことを提唱しています。 

 つきましては、本運動の趣旨をご理解の上、ふるってご参加いただくようお願いします。 

 

■ 運 動 期 間 平成２７年１１月１日（日）～１１月３０日（月） 

 

■ 参 加 資 格 県内の事業場（事務所、工場、店舗等）であって、滋賀県産業安

全の日無災害運動の趣旨に賛同し、安全活動に取り組む事業場 

 

■ 参加申込方法 「参加申込書」（様式１）に必要事項をご記入の上、平成２７年

１０月２３日（金）までに、主催団体などへ郵送またはＦＡＸ

でお申込みください。 

 

■ 結 果 報 告 参加事業場は、「結果報告書」（様式２）に取組内容等をご記入の

上、平成２７年１２月１８日（金）までに、参加申込を行った団

体に、郵送またはＦＡＸでご報告下さい。 

 

■ とりまとめ等 滋賀労働局では、運動の結果をとりまとめて公表し、労働災害が

減少する方策の検討に生かしていきます。 

          また、次の３点で参加事業場を応援します。 

         ・参加事業場名をホームページに掲載（※） 

         ・期間中に無災害だった事業場名をホームページに掲載（※） 

         ・参加事業場に、参加証を交付 

         （※）非公表希望の事業場を除きます。 


